
第4次中間評価で見えた現状・課題
●農林漁業体験、食品ロスに関する取組みは
目標達成

●若い世代の「朝食欠食」「食文化継承」
「バランスの良い食事」が改善できていない

新潟市食育推進計画（第5次）
目的：市⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって健
全な心と身体を培い、豊かな⼈間性を育む
ことができるよう施策を総合的かつ計画的
に推進し、もって⽣き⽣き暮らせる活力あ
る住みよいまち新潟の実現に寄与すること
計画期間：R9〜R13（５年間）
※新潟市総合計画2030（R5〜12）の分野別計画
として位置づけ。各分野別計画との整合性
や連携も意識

第５次 新潟市食育推進計画策定に向けた整理
食育基本法（平成17年法律第63号）
目的：食育に関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって現在及び将来にわたる
健康で文化的な国⺠の⽣活と豊かで活力あ
る社会の実現に寄与すること

新潟市食育推進条例（平成19年条例第3
号）
目的：市⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって健
全な心と身体を培い、豊かな⼈間性を育む
ことができるよう施策を総合的かつ計画的
に推進し、もって⽣き⽣き暮らせる活力あ
る住みよいまち新潟の実現に寄与すること

数値指標
1.食べることを「楽
しい」と思う
2.共食
3.農林漁業体験
4.ASPを体験し、農業
への誇りが醸成され
た小中学⽣

数値指標
5.身近な場所でとれ
た食材を選ぶ
6.食品ロス
7.学校給食における
地場産物
8.小学校における
「食の指導」
9.食文化継承

数値指標
10.主食・主菜・副菜
の意味
11.主食・主菜・副菜
そろえて食べる
12.朝食欠食率

各事業 各事業 各事業

横断的な重点事項

継続

見直し

各施策（アウトプット）と数値指標（アウトカム）を結び付けて整理

○食の「大⽣産地」であり「大消費地」である本市の特色を⽣かした施策実施
→農水産物などに対しての誇りと愛着につなげる

○若い世代（学⽣、働き世代、子育て世代等）を重点ターゲットとし、施策に
巻き込んでいく（無関心層の意識変容）
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